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３．都市防災・復興の方針 

（“災害への備え・災害に負けないまちづくり”に関する方針） 

１）基本的な考え方 

(1) 災害に負けないまちをつくろう 

(2) 災害で一人も犠牲者を出さないまちをつくろう 

(3) 災害に遭っても、すぐに復旧・復興に取り組める体制をつくろう 

２）基本方針 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 災害に負けないまちをつくろう 

①都市整備等による災害に負けないまちづくりを進める 

• 災害時に備えた体制（防災拠点、緊急輸送路、避難路、避難場所等）

をつくり、災害後でも市民が安心して過ごすことができる環境を準備

する。 

②減災対策を推進し、市民生活の安全性を高める 

• 災害の危険性のある地域の重点的な整備により減災に努め、市民の生

活の安全性を高める。 

③建物が密集した市街地内の防災機能を強化する 

• 災害時の被害を最小限に食い止めるため、建物が密集した市街地内の

防災機能を強化する。 

④市民の協力による防災体制を強化する 

• 災害時に円滑な避難ができるよう、自助、共助、公助により防災体制

を強化する。 

⑤復興のまちづくり計画を想定する 

• 万が一発生した災害に負けないため、災害発生後の対応から、市街地

や市の復興に向けての再生計画を市民や関係方面と定めていく。 

(2)災害で一人も犠牲者を出さないまちをつくろう 

①震災時の津波警報に対応した避難方向を確保する 

• 市街地や海沿いの集落は、震災時の避難や津波警報発表後に迅速に対

応し、津波避難ビル、高台または避難地等へ避難できるよう、避難方

向の確認等に取り組む。 

②早期に避難ができるよう、警報等の的確な発信を行う 

• 風水害や土砂崩れ、地震・津波避難などの連絡体制の強化に努め、安

全に避難できるような体制づくりに取り組む。 

③来訪者も安心して避難できる体制づくりに取り組む 

• 下田への来訪者が、安心して過ごせるよう、万が一の地震や風水害な

どにおいて、適切かつ安全に避難できるよう、観光事業者、市民が一

丸となって、誘導などを行う体制づくりに取り組む。 
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(3)災害に遭っても、すぐに復旧・復興に取り組める体制をつくろう 

①災害復旧のための道路を確保する 

• 大津波警報の発表や津波が発生した場合などに一時的に避難する高台

（一時避難場所など）から、地震発生後に避難者の生命を保護して救

護復旧活動の拠点（広域避難場所など）に安全に移動でき、伊豆縦貫

自動車道や指定緊急輸送路が早期に利用できる体制を整えておくとと

もに、避難場所支援を円滑に行える環境を整備しておく。 

②インフラの復旧・復興に迅速に取り組む 

• 復旧・復興に向けた電力・ガス・通信等のライフラインを始め、道路

の早期開通を関係方面と共に迅速に進める。 

③日常生活ができる生活環境を確保する 

• 仮設住宅や公営住宅、民間借家（アパート）などを利用し、被災者が

日常生活を行えるよう、迅速に対応する。 

④地域で相互に助け合えるよう、コミュニティを充実する 

• 被災者の孤立化を防ぎ、地域で協力して生活が送れるように、日頃か

ら地域のつながりを強くする。 

⑤災害復興に向けた事前災害復興まちづくり計画を策定する 

• 災害の復興に向けたまちづくり計画を、発災前に、事前災害復興まち

づくり計画として策定する。 

⑥復旧・復興事業を推進する 

• 万が一の災害発生に対し、土砂崩れの早期排除と道路の復旧、津波被

害に遭った箇所のがれき処理などを早急に進め、復興に向けたまちづ

くりに取り組む。 

⑦市全体の防災性を高める 

• 災害後は、再び起こる災害を考えながら復興を行う。 
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３）整備方針 

(1)災害に負けないまちをつくろう 

①都市整備等による災害に

負けないまちづくりに取

り組む 

• 伊豆縦貫自動車道の整備等により、災害時の緊急輸送

路を確保する。 

• 災害発生時、広域的な支援活動に対応できるよう、伊

豆縦貫自動車道の整備に伴い発生する建設発生土を活

用した造成を検討しつつ、インターチェンジ付近に防

災活動の拠点（災害対策本部施設や応急復旧活動等の

拠点）となる場所を災害の態様に応じて適切に対処で

きるように複数確保する。 

• 敷根の高台地区（防災拠点）は、(仮)敷根ＩＣ周辺に

立地することから、広域防災の観点からも機能を高め

ていく。 

• 防災拠点との連携が重要となる緊急輸送路を強化して

いく。 

• 避難場所を確保するため、学校、公園、公民館等の公

共施設における耐震貯水槽、備蓄倉庫等の設置を推進

する。 

• 市役所は耐震化を図り、災害時に手早く被災状況の把

握などを行うことができるようにする。 

• 要避難者が避難先まで避難する際に利用する道路や緑

地、緑道、公共施設等の敷地といった避難路との連絡

性を確保する地区避難路のネットワークを確立する。 

• 住民の避難誘導、情報伝達、応急救護を行うとともに、

火災による死傷者の減少を果たす指定避難場所や、地

震発生後、避難者の生命を保護し、救護復旧活動の拠

点となる広域避難場所を確保し、避難場所に至る避難

路の安全性の向上を推進する。 

②減災対策を推進し、市民生

活の安全性を高める 

• 津波対策を兼ねた下田港外防波堤の整備を促進する。 

• 風水害や土砂崩れ、津波等の災害の危険性の高い区域につい

ては、土砂災害防止施設の整備等により、減災に努める。 

• 発生頻度が比較的高く、発生すれば大きな被害をもた

らす地震・津波に対しては、津波対策施設（防潮堤、

水門等）の整備等により、減災に努める。 

• 上流部等における森林の適正な管理による公益的機能

の維持･増進を図るとともに、減災に努める。 

• 災害時の延焼遮断帯の確保のため、街路樹の配置や既

存道路、河川の改修、鉄道空間の確保等を進める。 

③建物が密集した市街地内

の防災機能を強化する 

＜避難場所等確保重点区域＞ 

• 避難路の閉塞を防止するため、また、揺れによる建物

の倒壊を防止するため、公的な財政支援により建築物

の耐震化を促進する。 

• 避難路の閉塞を防止するため、電柱の倒壊を防ぐ。 

• 地震で火災が発生した場合、瓦礫等の障壁により消火

活動が妨げられることがないように、道路拡幅等によ

り震災時における消防活動困難区域※の解消を図る。 

• 観光資源の一つとして存在する市街地の歴史的建造物
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及び建築年の古い建物の外観はそのままで、内部の耐

震化を、公的な支援により誘導することで、街並み景

観の保全と地震時の建物倒壊を防止し、避難路の安全

性を確保する。 

• 延焼防止のため、準防火地域の指定の継続による耐火

建築物への建替えを促進・誘導する。 

• 船舶用の燃料タンクなど大規模火災の恐れのある施設

の対策を促進する。 

• 一時的に身の安全を確保できる場所として街角広場や

ポケットパーク等の整備を検討する。 

• 避難路の確保のため、市街地を外周する道路網を整備する。 

• 津波想定高さ以上のホテル等の高層建築物について、

津波避難ビルとしての協力を依頼するとともに、外部

への非常階段等の設置を公的な支援により促進する。 

④市民の協力による防災体

制を強化する 

• 地域の連帯、災害に対する防災意識の向上等を図るため、地

域コミュニティの場での活動や防災ラジオ、同報無線、ケー

ブルテレビ等の活用による情報提供を進める。 

• 平時は自主防災活動の拠点、非常時は救援活動の拠点

となるコミュニティ防災センター等の設置を進める。 

• 地震・津波・集中豪雨をはじめとする災害時において、

地区単位で互いに避難・助け合える支援協力体制を構

築する。 

• ハード、ソフト対策両面の協働作業を効率的に機能さ

せる防災マネジメント（システム）を形成する。 

• 寝たきりの高齢者、障がいのある人、妊産婦など、一般の避

難所で共同生活が困難な人が安心して避難生活ができる福

祉避難所や、本市を訪れる来訪者の一時的な避難の受入れが

可能な二次的避難所の指定を進める。 

• 二次的避難所を確保するため、公共施設を指定すると

ともに民間施設に理解を得て協定を結んでいく。 

⑤復興のまちづくり計画を

想定する 

• 気象変動に伴う河川の氾濫や地震災害、津波被害等、

万が一の災害により、都市規模で壊滅的な被害を受け

た時に、迅速に復興に向けて対応できるよう、市民と

共に復興のまちづくりに向けた計画づくりを行う。 

 

(2)災害で一人も犠牲者を出さないまちをつくろう 

①震災時の津波警報に対応

した避難方向を確保する 

• 沿岸部並びに中心市街地において、津波警報（避難）

が発表された場合に、どこに向かって逃げたら安全か、

常日頃家庭や地域で話合いを行い、子供でも避難でき

るようにコミュニティレベルの避難体制の確認を行

う。（６３ページ参照） 

• 来訪者にもわかりやすい、海水浴場や観光施設等から

の避難路、避難地までの誘導サインの導入を行う。 

• 津波避難を確実にするため、平地や海岸部から高台

（山）に向かう道路と高台（山の斜面）の接点部で斜

面崩壊から安全な地点に避難用の階段や斜路の設置を

行う。 
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• 伊豆縦貫自動車道を避難路、一時避難場所として活用する。 

②早期に避難ができるよう、

警報等の的確な発信を行

う 

• 地球温暖化に伴う気象変動や大災害などが頻発してい

る時代背景を踏まえ、風水害や土砂崩れ、津波などに

対して、市民や来訪者を的確に避難させるための体制

づくりを強化する。 

③来訪者も安心して避難で

きる体制づくりに取り組

む 

• 万が一の災害のときに、来訪者が安全に避難できるよ

う、市民・地域・事業者が一体となって避難誘導体制

を構築し、来訪者が安心して訪れることができるまち

づくりに取り組む。 

• 観光施設や海の家なども協力して、避難訓練に取り組む。 

 

(3)災害に遭っても、すぐに復旧・復興に取り組める体制をつくろう 

①災害復旧のための道路を

確保する 

• 一時避難場所などから広域避難場所などに移動するた

めの二次避難路の沿道耐震化を進める。 

• 伊豆縦貫自動車道を二次避難路としても活用する。 

• 早期に移動が可能となるように、二次避難路の沿道ブ

ロック塀等の災害後倒壊の恐れのある障害物の除去を

災害前に行っておく。 

• 東日本大震災の際に行った緊急輸送路を「くしの歯型」

として啓開（１車線でも早急に通れるように最低限の

瓦礫処理を行うこと）する「くしの歯作戦」を、緊急

輸送路や二次避難路を中心に実施することができるよ

う準備する。 

• 災害後、伊豆縦貫自動車道を中心とした道路ネットワ

ークを早急に復旧させるため、災害時用道路ネットワ

ークを構築しておく。 

• 災害時における啓開・くしの歯作戦遂行における、指

定緊急輸送路における障害物（がれき）排除等の市民

への周知徹底を図る。 

②インフラの復旧・復興に迅

速に取り組む 

• 復旧・復興に向けた対策について、関係機関と事前に

協議し、不測の事態に迅速に対応できるように体制づ

くりを行い、継続して連絡体制の強化に取り組む。 

• 市内外土木業者に対して災害復旧・復興に向けた手順

などについて連絡体制等を整備する。 

• 電気・ガス・水道や通信事業者との復旧・復興に向け

た連絡体制等を整備する。 

• 事業者と連携し、定期的に復旧・復興に向けた訓練を

実施し、緊急時に円滑に行動できるようにする。 

• 復旧に向けて、膨大な業務処理が円滑に進められるよ

う、他県（市町）からの技術者・職員の受け入れ、指

揮系統などの体制づくりを行う。 

③日常生活ができる生活環

境を確保する 

• 応急仮設住宅の整備計画、人員の割り振りなど、緊急

時の対応について計画に盛り込んでおく。 

• 公営住宅や民間借家（アパート）などの戸数や空き状

況を把握し、災害時に仮住まいができるよう、体制づ

くりを行う。 
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• 診療所、福祉施設など被災箇所のニーズに対応した復旧を行

うトリアージ（整備優先順位）を策定するとともに、優先的

に整備・復旧を行い、市民の不安を解消する。 

• 被災した文化財の修復を行い、観光都市下田の顔づく

りを行う。 

④地域で相互に助け合える

よう、コミュニティを充実

する 

• 常日頃から地域内の連携を円滑にし、災害時の避難、

仮設住宅での連携などについて、強化を行う。 

• 市民による災害時の（仮設住宅や避難所）暮らし体験

を行い、日頃からの備えの大切さを知る機会をつくる。 

⑤災害復興に向けた事前災

害復興まちづくり計画を

策定する 

• 災害に遭った時の対応に向けて、計画案（どこに暮ら

すか、津波被害を受け、家を失った場合の考え方〈元

の場所に建てるか、集団移転するかなど〉について検

討を行う。 

• 災害後、地元再建の意向のある地区は、災害前に地籍

調査等を行い、早期復旧のための準備を行う。 

⑥復旧・復興事業を推進する • 事前災害復興まちづくり計画に沿って、復旧・復興に

迅速に取り組み、安心して生活ができるようにする。 

• 様々な災害に対し、迅速に復旧・復興に取り組み、可

能な限り元の生活が送られるように配慮する。 

• 災害被害の程度に応じて復興対象地区の選定を行い、

早期復興に努める。 

１段階 

緊急復興地区 

事前災害復興まちづくり

計画に沿って復興を図る

地区 

２段階 

復興促進地区 

１段階と３段階の中間に

位置づけられ 一部地区で

は事前災害復興まちづく

り計画に沿って復興を図

り、その他では自力再建型

の復興を進めることが適

切と考えられる地区（部分

改造・自力再建型） 

３段階 

復興誘導地区 

被災が散在的にみられる

地区で、主として個々の家

屋の更新によって復興を

図ることが適切と考えら

れる地区（自力再建型） 

４段階 

一般地区 

被災がほとんど見られな

い地区 
 

⑦市全体の防災性を高める • 災害後、土地や道路の嵩上げ、海岸保全施設や河川保

全施設などの改修を検討し、市域全体を考えて、災害

の再来に備えた防災の取組を推進し、被害の拡大を防

止する。 

• 復興に向けて円滑に仕事が行えるよう、漁港（護岸・

岸壁等）の整備を進める。 

※震災における消防活動困難区域：幅員 6 メートル以上の道路から消防ホースが届かない区域
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 コミュニティレベルの津波対策モデル 

中心市街地の津波対策モデル 

① 一時避難場所や避難経路候補の明示 

津波浸水想定区域外で安全を確認

した一時避難場所、避難路経路候補

を明示。 

 

② 避難時間の検証 

津波到達時間前に一時避難場所へ

到達可能であるか、避難距離と照ら

しあわせながら検証。 

 

③ 要配慮者対策 

歩行困難者等の避難（支援体制や避

難ビルの活用などと、火災による再

避難）の検証。 

 

④ 来訪者の避難対策 

まちあるきをしているなど、地理に

不安のある来訪者が一人でも一時

避難場所へたどり着けるか検証。初

めて下田市に訪れる来訪者にもわ

かりやすいように、各地点からどち

らの方向に避難したら良いかの方

向や距離指示を電柱などに示す。 

 

⑤ 一時避難場所の運営 

津波警報の解除までの避難生活

（食料、防寒など）の運営体制の

検討。 

 

⑥ 指定避難所の運営 

居住する場所を確保するまでの

避難生活（プライバシーなど）の

運営体制の検討。 

 

⑦ 応急仮設住宅の供給 

建設可能な用地を把握するなど

の供給体制の整備。 

 

  

海   

集落 

  

津波浸水想定区域 

  

津波避難ビル 

  

  

③ 

  

  

避難目標地点 指定避難所 ⑤ 

応急仮設住宅 ② 

⑥ ① 

⑦ 

④ 

（地滑り、急傾斜地崩壊から 
安全なところ） 

    

  

  

  

稲 

生 

川 

  

海 

  

津波浸水想定区域 
  

  

  

  

① 
  

③ 

  

沢 

② 

⑥ 

応急仮設住宅 ⑦ 

避難目標地点 

津波避難ビル 

⑤ 

④ 

指定避難所 
(避難生活を送る場所) 

(避難生活を送る場所) 
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コミュニティレベルの津波対策モデル 

中心市街地の津波対策モデル 

⑧ 一次避難場所、避難経路候補の明示 

津波浸水想定区域外で安全を確

認した一次避難場所、避難路経路

候補を明示。 

 

⑨ 避難時間の検証 

津波到達時間前に一次避難場所

へ到達可能であるか、避難距離と

照らしあわせながら検証。 

 

⑩ 要配慮者対策 

歩行困難者等の避難（支援体制や

避難ビルの活用などと、火災によ

る再避難）の検証。 

 

⑪ 一次避難場所の運営 

津波警報の解除までの避難生活

（食料、防寒など）の運営体制の

検討。 

 

⑫ 来訪者の避難対策 

まちあるきをしているなど、地理

に不安のある来訪者が一人でも

一次避難場所へたどり着けるか

検証。初めて下田市に訪れる来訪

者にもわかりやすいように、各地

点からどちらの方向に避難した

ら良いかの方向や距離指示を電

柱などに示す。 
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集落   

津波 浸水想定区域 
  

避難目標地点   

津波 避難ビル 
  

  

③ 
  

  

② 

（地滑り、急傾斜地崩壊から安全なところ） 

① ④ 

    

  

  

  

稲 

生 

川 

  

海   

津波 浸水想定区域   

避難   

津波 避難ビル   

  

① 

  
  

③ 

  
④ 

  

⑤ 

沢 

② 

目標 地点 

山 



 

65 

 
 



 

66 

 
 
 


	序
	１　下田市都市計画マスタープラン改訂について
	１．都市計画マスタープランとは
	①下田のまちづくり設計図となります
	②都市に関係する要素間の調整を図ります
	➂個別の都市計画の決定・変更の指針となります

	２．マスタープラン改訂の目的
	３．マスタープランの制度
	■下田市都市計画マスタープランの位置づけ

	４．下田市都市計画マスタープランの構成
	■下田市都市計画マスタープランの構成

	５．策定体制について
	現況編
	１　下田市の現況と課題
	１．土地条件
	２．人口・世帯の動向
	３．産業構造
	４．土地利用状況
	５．市街化の状況・動向
	６．道路・交通体系、都市施設等
	７．都市防災
	１）地震
	２）土砂災害等

	８．市街地の変遷
	１）まちの歴史・沿革

	２　都市計画マスタープラン市民アンケート
	１．アンケート調査の方法と回収率等
	２．アンケート結果
	問　これからも、現在の場所に住み続けたいと思いますか
	問　住宅地の整備について何を重視するべきだと思いますか（２つまで）
	問　商業地について何を重視するべきだと思いますか（２つまで）
	問　中心市街地について何を重視するべきだと思いますか（２つまで）
	問　道路の整備について何を重視するべきだと思いますか（２つまで）
	問　伊豆縦貫自動車道のインターチェンジが建設されるにあたり、どのような対策が重要だと思いますか（２つまで）
	問　あなたがこうなってほしいと思う下田市のイメージはどれですか

	全体構想編
	１　都市づくりの目標
	１．都市づくりに向けた基本的な考え方
	２．都市づくりのテーマ
	３．都市づくりの基本目標
	１）都市の基本構成
	２）都市づくりの基本目標
	３）将来フレーム

	４．目指す都市の将来の姿
	１）将来の都市構造

	２　分野別都市づくりの方針
	１．土地利用の方針
	１）基本的な考え方
	２）基本方針
	３）整備方針

	２．交通体系の方針
	１）基本的な考え方
	２）基本方針
	３）整備方針

	３．都市防災・復興の方針
	１）基本的な考え方
	２）基本方針
	３）整備方針

	４．都市施設整備の方針
	１）基本的な考え方
	２）基本方針
	３）整備方針

	５．自然・歴史・文化を感じるまちづくりの方針
	１）基本的な考え方
	２）基本方針
	３）整備方針

	６．中心市街地にぎわいの方針
	１）基本的な考え方
	２）基本方針
	３）整備方針

	７．市民・事業者・行政　協働の方針
	１）基本的な考え方
	２）基本方針
	３）整備方針

	地域別構想編
	１　地域別構想の考え方
	１．「地域区分」の設定
	２．各地域の位置づけ
	３．地域別まちづくりの方針の構成
	４．地域別まちづくりの方針の凡例
	２　地域別まちづくりの方針
	１．下田・本郷地域
	２．稲生沢地域
	３．朝日地域
	４．浜崎地域
	５．白浜地域
	６．稲梓地域
	都市計画マスタープランの実現に向けて
	１　プラン実現のための取組手順と体制づくり
	１．基本的な考え方
	２．プラン実現のための取組手順
	３．プラン実現のための取組体制
	１）早期実行プロジェクトについて
	２）都市マス実践業務について

	４．持続可能な体制づくり
	１）下田市都市計画マスタープランの進行管理
	２）「まちづくり条例」制定の検討

	資料編
	１　参考資料
	１．策定の経緯
	２．策定会議等名簿
	２　下田市都市計画審議会諮問・答申

